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浴場業の振興指針 新旧対照表（追加案 201201） 

新 旧 

（略） 

このため、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和 32 年

法律第 164 号。以下「生衛法」という。）第 56 条の２第１項に基づき、浴場業の

振興指針を定めてきたところであるが、今般、営業者及び生活衛生同業組合（生活

衛生同業小組合を含む。以下「組合」という。）等の事業の実施状況等を踏まえ、

営業者及び組合等の具体的活用に資するよう、実践的かつ戦略的な指針として改正

を行った。 

（略） 

第一 浴場業を取り巻く状況 

一 営業者の動向 

（略） 

一方、近年増加している訪日外国人旅行者の集客に向けた取組の実施状 

況については、令和元年６月時点で、「実施している」と回答した割合が 

21.3％と、生活衛生関係営業の中では、旅館業に次いで多くなっており、訪 

日外国人旅行者に対する今後の受け入れ方針としては、「積極的に受け入れ 

ていきたい」が 17.4％、「受け入れてもよい」が 58.7％となっている（日 

本公庫『生活衛生関係営業の景気動向等調査特別調査（令和元年４～６月 

期）』による。）。 

 また、令和元年 12月に確認され、世界的大流行となった新型コロナウイル

ス感染症(COVID-19)（以下「新型コロナウイルス感染症」という。）の影響

に伴う感染拡大防止措置は社会経済に大きな影響を与え、我が国の浴場業も

多大な影響を受けたところである。 

（略） 

このため、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和 32 年

法律第 164 号。以下「生衛法」という。）第 56 条の２第１項に基づき、浴場業の

振興指針を定めてきたところであるが、今般、営業者及び生活衛生同業組合（生活

衛生同業小組合を含む。以下「組合」という。）等の事業の実施状況等を踏まえ、

営業者及び組合等の具体的活用に資するよう、実践的かつ戦略的な指針として全部

改正を行った。 

（略） 

第一 浴場業を取り巻く状況 

一 営業者の動向 

（略） 

一方、近年増加している訪日外国人旅行者の集客に向けた取組の実施状 

況については、令和元年６月時点で、「実施している」と回答した割合が 

21.3％と、生活衛生関係営業の中では、旅館業に次いで多くなっており、訪 

日外国人旅行者に対する今後の受け入れ方針としては、「積極的に受け入れ 

ていきたい」が 17.4％、「受け入れてもよい」が 58.7％となっている（日 

本公庫『生活衛生関係営業の景気動向等調査特別調査（令和元年４～６月 

期）』による。）。 

（追加） 
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業への影響について、公衆

浴場業の営業者で、売上が減少したと回答した方が 76.8％で、その売上の減

少幅（令和２年２～５月の対前年比）は、「20％未満」が 50.0%、「20％以上

50％未満」が 38.4%、「50％以上 80％未満」が 10.5%、「80％以上」が 1.2%

となっている（株式会社日本政策金融公庫（以下「日本公庫」という。）「生

活衛生関係営業の景気動向等調査（2020年４～６月期）特別調査」による。）。 

二 （略） 

三 営業者の考える今後の経営方針 

営業者の考える今後の経営方針（複数回答）としては、「接客サービス 

充実」30.5%（前回振興指針では 24.6％）、「施設設備の改装」29.0％（前回

振興指針では 23.4％）、「集客のためのイベント実施」23.5％（前回振興指

針では、20.2％）、｢広告・宣伝等の強化｣及び「サービスデー等の工夫」18.2％

（前回振興指針では記述なし）となっている 

（厚生労働省「生活衛生関係営業経営実態調査」による。）。 

また、公衆浴場業を営む者が、新型コロナウイルス感染症収束後に予定し

ている取組みとしては、「広報活動の強化」が 33.0%、次いで｢生産性向上に

資する設備投資の実施｣が 13.4%、「新商品、新メニューの開発」が 8.0%とな

っている一方、「特にない」が 50.9%となっている（日本公庫「生活衛生関

係営業の景気動向等調査（2020年４～６月期）特別調査」による。）。 

第二 （略） 

第三 浴場業の振興の目標に関する事項 

一 営業者の直面する課題と地域社会から期待される役割 

（略） 

併せて、社会全体の少子高齢化の進展や障害を理由とする差別の解消の推 

 

 

 

 

 

 

二 （略） 

三 営業者の考える今後の経営方針 

営業者の考える今後の経営方針（複数回答）としては、「接客サービス 

充実」30.5%（前回振興指針では 24.6％）、「施設設備の改装」29.0％（前回

振興指針では 23.4％）、「集客のためのイベント実施」23.5％（前回振興指

針では、20.2％）、｢広告・宣伝等の強化｣及び「サービスデー等の工夫」18.2％

（前回振興指針では記述なし）となっている 

（厚生労働省「生活衛生関係営業経営実態調査」による。）。 

   （追加） 

 

 

 

 

第二 （略） 

第三 浴場業の振興の目標に関する事項 

一 営業者の直面する課題と地域社会から期待される役割 

（略） 

併せて、社会全体の少子高齢化の進展や障害を理由とする差別の解消の推 
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進に関する法律（平成 25年法律第 65号。以下「障害者差別解消法」という。） 

を踏まえ、全ての利用者が施設を円滑に利用できるよう、ソフト、ハード両 

面におけるバリアフリー化及びユニバーサルデザイン化の取組が求められ 

る。また、人工肛門又は人工膀胱を使用している者（以下「オストメイト」 

という。）及び入浴着を着用した乳がん患者・経験者への配慮が求められる。 

また、新型コロナウイルス感染症に伴う売上減や経営維持、雇用確保等に 

対応するため、日本公庫の融資や国・自治体の補助金・助成制度を積極的に 

活用して早期に業績回復を図る必要がある。 

二 今後５年間における営業の振興の目標 

１ 衛生問題への対応 

（略） 

また、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行に伴い、我が国でも３

つの「密」（密集・密室・密接）の回避、人と人との距離を空ける、消毒

や換気の徹底、業種別の感染予防ガイドラインの遵守・徹底など、感染症

対策に関する「新しい生活様式」に向けて徹底した衛生対策が求められて

いる。 

衛生問題は、営業者が一定水準の衛生管理をしている場合、通常、頻繁

に発生するものではないため、発生防止に必要な費用及び手間について

判断しにくい特質がある。しかし、一旦、感染症が発生した場合には、

多くの利用者に被害が及ぶことはもとより、営業自体の存続が困難にな

る可能性があることから、日頃からの地道な衛生管理の取組が重要であ

る。 

（略） 

２・３ （略） 

進に関する法律（平成 25年法律第 65号。以下「障害者差別解消法」という。） 

を踏まえ、全ての利用者が施設を円滑に利用できるよう、ソフト、ハード両 

面におけるバリアフリー化及びユニバーサルデザイン化の取組が求められ 

る。また、人工肛門又は人工膀胱を使用している者（以下「オストメイト」 

という。）及び入浴着を着用した乳がん患者・経験者への配慮が求められる。 

 （追加） 

 

 

二 今後５年間における営業の振興の目標 

１ 衛生問題への対応 

（略） 

（追加） 

 

 

 

 

衛生問題は、営業者が一定水準の衛生管理をしている場合、通常、頻繁

に発生するものではないため、発生防止に必要な費用及び手間について

判断しにくい特質がある。しかし、一旦、感染症が発生した場合には、

多くの利用者に被害が及ぶことはもとより、営業自体の存続が困難にな

る可能性があることから、日頃からの地道な衛生管理の取組が重要であ

る。 

（略） 

２・３ （略） 
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三 （略） 

第四 浴場業の振興の目標を達成するために必要な事項 

（略） 

一 営業者の取組 

１ 衛生水準の向上に関する事項 

⑴ 日常の衛生管理に関する事項 

（略） 

さらに、感染症の予防のため、発熱等の感染症が疑われる症状のあ 

る従業員に適切な対応を行うなど従業員の健康管理に十分留意し、従 

業員に対する正確な衛生教育の徹底及び危機管理体制を整備すること 

が必要である。 

また、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行に伴い、我が国でも

３つの「密」（密集・密室・密接）の回避、人と人との距離を空ける、

消毒や換気の徹底、業種別の感染予防ガイドラインの遵守・徹底など、

感染症対策に関する「新しい生活様式」に向けて徹底した衛生対策を行

う必要がある。 

⑵ （略） 

２ （略） 

二 （略） 

第五 （略） 

 

三 （略） 

第四 浴場業の振興の目標を達成するために必要な事項 

（略） 

一 営業者の取組 

１ 衛生水準の向上に関する事項 

⑴ 日常の衛生管理に関する事項 

（略） 

さらに、感染症の予防のため、発熱等の感染症が疑われる症状のあ 

る従業員に適切な対応を行うなど従業員の健康管理に十分留意し、従 

業員に対する正確な衛生教育の徹底及び危機管理体制を整備すること 

が必要である。 

（追加） 

 

 

 

 

⑵ （略） 

２ （略） 

二 （略） 

第五 （略） 

 

 


